
 

函館市総合計画について 
 

１ 概要                                                                           

地方自治法では，基本構想の法的な策定義務はなく，策定及び議会の議決を経るかどうかは市

の自らの判断に委ねられることとなっており，函館市では，「函館市自治基本条例」により，「市長等

は，将来を見据えた，総合的で計画的な行政運営を図るため，総合計画（議会の議決を経て定め

る基本構想ならびにその実現を図るための基本的な計画および実施に関する計画をいう。）を策定し

なければならない。」と，基本構想の策定を義務付けしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（基本構想）  

 

（実施計画）  

 

 
 

２ 次期基本構想の策定までの流れ                                                               

 ・ワークショップ等による市民意見の把握（～令和７年度） 

 ・基本構想審議会の実施（諮問・答申） 

 ・パブリックコメント手続きの実施 

 ・市議会での議決（議案：基本構想の改訂について） 

 ・構想書公表 

参考資料１－１ 
 

・   くりの基本的な     ，方 等を定めた の。

・自治 における ての計画の   （基本）計画。

・自治 の ての  は総合計画に基 き行 れている。

  す き  の将来 と，その実現に けた基本的な方

     などを す   くりの  となる の。

（計画  ：  年）

基本構想で定めた   くりの基本的な方  に基 き，

  的，  的に り   き施策・  を  した 

の。（計画  ： 年）
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函館市総合計画について

計画  の  に い， たな基本構想（  ～）の策定   
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期     
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期    


